
防災士資格を取得した者で積極的に地域の防
災活動に関わる意思がある者 など

(1) 防災士養成研修講座受講料
(2) 前号の講座の受講に必要な教本代
(3) 防災士資格取得試験受験料
(4) 防災士認証登録料
(5) 航空賃（離島割引額を上限とする実費）
(6) 宿泊費（１日当たり5,000円を上限とし、
かつ、２泊を上限とする実費）

防災士とは？
『自助』、『共助』、『協働』を原則として、社会の様々な場で
防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の
知識・技能を修得したことを日本防災士機構が認定する資格です。

お問い合わせ：宮古島市役所総務部防災危機管理課 ℡：0980-72-3751

防災士の資格を取得した
方に対し、補助金を交付

します。

防災士資格取得
補助事業

防災士資格取得

学生の資格取得も大歓迎！！

～どぅーたが事はどぅーたーしー！～
（自分たちの事は自分たちで）

防災士の資格を取得した方に対し、

対象者

対象経費

経費の合計額に対し、７万円を上限に補助

補助額

くとぅ

R7年度～


